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小田原箱根商工会議所の移転について 

 

１ 趣旨 

小田原箱根商工会議所の現会館は、昭和 46（1971）年建築の約 50 年が経過した

建物である。建物や設備機器の老朽化によりさまざまな問題が発生してきているこ

とから、同会議所では、令和３（2021）年２月に新会館へ移転をする。 

 

２ 移転に至る経緯 

  〇昭和 46（1971）年 ４月       ：現会館竣工 

  〇平成 ７ (1995）年              ：会館建設委員会発足 

                            ・目的：会館建設の手法研究 

  〇平成 ８ (1996）年              ：耐震診断 

  〇平成 10（1998）年 １～６月 ：耐震補強工事 

  〇平成 31（2019）年 ３月       ：会館建設プロジェクト発足 

                   ・目的：移転の具現化 

  〇令和 元（2019）年 7 月       ：新会館整備計画策定（本館＋サテライト機能） 

〇令和 元（2019）年 8 月       ：臨時議員総会で本館の旧メガネスーパー本社 

                              ビルへの移転が可決 

  〇令和 元 (2019)  年 12 月       : 商工会議所から新会館への移転に係る支援の 

                                  要請 

  〇令和 ３ (2021）年 ２月       : 新会館へ移転予定 

 

３ 現会館について 

（1）土地 

〇所  在     城内１番 21 号 

〇敷地面積      992.00 ㎡ 

〇所有状況     小田原市有地（借地） 

 

（2） 建物 

〇構  造     鉄筋コンクリート造 地下１階・地上５階・塔屋１階 

   〇延床面積     2,842.28 ㎡ 

   〇使用貸借契約期間 令和２（2020）年４月１日～令和５（2023）年３月 31 日 

   〇商工会議所では、本館のサテライト機能としての活用などの意向もあるため、

今後、商工会議所と意見交換をしていく。 

 

４ 新会館の概要 

  旧メガネスーパー本社ビルを取得し、設備を更新・改装し利用。現会館の事務機 

能、相談窓口、会議室、テナントオフィスを備える。 
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（1）土地 

〇所  在  本町４丁目２番 39 号 

〇敷地面積  697.38 ㎡ 

 

（2）既存建物（平成８（1996）年２月築） 

〇構  造  鉄筋コンクリート造 地上６階・塔屋１階 

〇延床面積  2,158.66 ㎡ 

 

（3）フロア概要 

   〇屋上(  17.95 ㎡)：エレベータ機械室 

      〇６階（293.74 ㎡）：アクサ生命保険、小田原市商店街連合会、東京地方税理 

                          士会 

   〇５階（315.02 ㎡)：商工会議所 

   〇４階（385.74 ㎡）：神奈川県信用保証協会、神奈川産業振興センター、役員 

                 会議室 

   〇３階（385.74 ㎡）：日本政策金融公庫 

〇２階（378.40 ㎡)：大会議室 

   〇１階（382.07 ㎡)：駐車場、防災備蓄倉庫 

                             

５ その他 

（1）「合同会社 まち元気小田原」の清算結了について 

 「合同会社まち元気小田原」は令和２（2020）年３月 31 日をもって解散し、清

算手続きを行い、10 月 13 日に清算結了した。 

ア 清算結了日   令和２（2020）年 10 月 13 日 

イ 残余財産    9,248,003 円 

ウ 社員数     79 人 

エ 小田原市分配金 342,097 円 

オ 分配割合    38.01％ 

カ 入金日     令和２（2020）年 10 月 13 日 
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いこいの森  

BLEND 

新しい生活様式（働き方・暮らし方）の推進について 

 

１ 趣旨 

コロナ禍の生活は人の行動を変えている。With コロ

ナ、after コロナの時代に合った、新しい生活様式（働

き方・暮らし方）を積極的に推進することで小田原への

新しい人の流れを作り、地域活性化を図る。 

 

２ 小田原市における現況 

〇 いこいの森や旧三福不動産、ADDress小田原、BLEND、

Tipy Records Inn ほかゲストハウス事業者などがテ

レワークプラン等を設け、好評を博している。 

〇 小田急電鉄株式会社観光事業開発部では、本市へ誘

客を想定するワーケーションプランの開発に取り組

んでいるほか、ミナカ小田原にも、駅至近の快適なコ

ワーキングスペース＆カフェが整備された。 

 

３ 本市の取組 

〇 市内で関連施設を運営する民間事業者へのヒアリング・意見交換 

〇 商工会議所や金融機関と新しい働き方の推進に向けた意見交換 

 〇 小田急電鉄株式会社観光事業開発部と定期的に打合せを行い、意見交換 

 

４ 課題 

〇 需要の増加に対し、市内のコワーキングスペースや活用可能な空き物件等の不

足 

〇 事業者間のコミュニティやネットワークづくり 

〇 市内に長期滞在してもらうプログラムの開発が必要 

〇 地域資源や魅力を包括的に情報発信し、小田原での働き方・暮らし方をイメー

ジできるプロモーションが必要 

 

５ 今後の取組について 

 〇 小田原において、新しい生活様式に対応したさまざまな動きが急速に進んでお

り、こうした民間の動きをより一層後押ししていく。 

  ・ 商工会議所や金融機関などと連携した、テレワークやワーケーションなどの

新しい働き方に対応した環境づくりに向けた、検討組織の立ち上げ。 

・ 専門家の助言を得ながら、事業者・利用者向けの支援策や創業支援・事業承

継などの相談体制等の検討。 
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企業誘致促進の取組について 

 

１ 企業誘致の経緯 

本市では、工業系地域への企業誘致に取り組むとともに、既存事業所の拡大再投

資を支援することで雇用機会の創出と維持を図り、市内取引の活発化など地域経済

活性化を推進している。 

本市の先導領域として位置付ける「企業誘致」については、企業ニーズの把握や

工業用地の確保に努めるとともに、本市の強み発信や優遇制度の充実・周知に取り

組み、人口や税収の増加、地域経済の活性化に結び付ける。 

 

２ 鬼柳・桑原地区における工業団地整備について 

 昭和 59(1984)年に工業系保留区域に位置付けた鬼柳・桑原地区の 40.4ha では、

平成 27(2015)年に、その一部 9.5ha を工業団地として整備するため、開発事業

者による用地買収が開始され、令和元(2019)年に市街化区域編入、令和２(2020)

年 10 月に竣工した。 

 現在、精密部品製造業、医療機器製造業、食品製造業、倉庫業等の立地を見込み、

全区画が開発事業者から進出企業あるいはデベロッパーに売却されている。 

 これを受けて、当該工業団地の西側の保留区域について、企業誘致の受け皿とし

ての役割を期待し、工業団地整備を推進する。 

 

３ 企業訪問について 

産業用地や操業環境に関する企業ニーズを把握し、企業誘致や操業維持・拡大に

つなげるため、市長自ら積極的な企業訪問等に取り組んでいる。 

企  業  富士フイルム、ライオン、花王、キリン、ファンケルほか 

金融機関  さがみ信用金庫、横浜銀行、スルガ銀行、みずほ銀行、三井住友信

託銀行ほか 

 

４ 推進体制の整備について 

企業の投資動向やニーズを把握し、企業誘致活動に戦略的に取り組むため、知見

やノウハウ、ネットワークを有する事業者との連携を強化する。 

 

５ 小田原市企業誘致推進条例の一部改正について 

(1) 移住人口の増加を促すとともに、雇用機会の創出を図って人口流出を抑制する。 

ア 市内に本社を進出・統合する場合の奨励金を新設 
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従業員の異動人数や資本金の額に応じ、既存の立地奨励金最大１億円に、

最大５千万円を加算する。 

イ 雇用促進奨励金を拡充 

１人あたりの金額を 50 万円に増額するとともに、上限額を２千万円に増額

する。 

ウ 移住促進奨励金を新設 

住宅を購入して市内に移住した場合、１世帯あたり 50万円を交付する。 

 

(2) 市内への投資意欲を促すとともに、市内企業への発注機会を増加させ、経済活

性化を図る。 

ア 税制優遇期間を延長 

軽減税率２分の１の適用期間を、３年間から５年間に延長する。 

イ 建築工事等を地元に発注した場合の奨励金を新設 

市内企業に事業所の建築工事等を発注した場合、既存の立地奨励金最大１

億円に、最大３千万円を加算する。 
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小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）について 

１ 概 要 

  本市固有の歴史的風致を守り育て、次世代へ伝えていくことを目的として、平成

23 年（2011 年）に「小田原市歴史的風致維持向上計画」（以下「現計画」という。）

を策定し、国からの認定を受け、歴史まちづくりを推進してきた。 

  現計画は、令和２年度（2020 年度）に計画期間が終了することから、引き続き、

社会資本整備総合交付金（以下「交付金」という。）等の支援措置を有効活用しなが

ら、歴史まちづくりを更に推進していくため、計画期間を令和３年度（2021 年度）

から 10 年間とする「小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）」（以下「第２期

計画」という。）を策定しており、今年度中の国の認定を目指している。 

 

２ 現計画の総括と第２期計画の方針 

  現計画における 10 年間の取組により、歴史的建造物の保存・活用をはじめ、歴

史的・文化的な活動の支援、街なみ環境整備などが進み、入込観光客数や歴史的建

造物の入館者数も増加傾向にある。 

第２期計画では、歴史的建造物を持続的に保存・活用するとともに、官民連携に

よる面的な歴史まちづくりの展開を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電線類地中化（国道 255 号） 歴史的風致形成建造物（江嶋） 

茶室無住庵 小田原宿場祭り 

（かまぼこ通り） 
西海子小路 

松原神社例大祭 
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３ 第２期計画の取組内容 

（1）歴史的風致の追加・見直し 

  現計画における、維持及び向上すべき歴史的風致に、「栢山と報徳仕法の継承に

みる歴史的風致」を加えた７項目にするとともに、本市における歴史的風致の特

色等がより明確に伝わる名称に見直す。 

また、板橋・南町地区、かまぼこ通り地区、早川地区において、官民連携によ

る歴史まちづくりの面的な推進に取り組んでいく。 

 

現計画  第２期計画（案） 

１                       １ 小田原旧城下町と祭礼にみる歴史的風致 

２ 宿場町・小田原の水産加工業にみる歴史的風致 ２ 旧宿場町と旧千度小路周辺、早川の水産業に 

みる歴史的風致                           

３ 板橋地区周辺にみる歴史的風致 ３ 板橋と南町の別邸文化に由来する営みにみる 

歴史的風致 

４ 城下の伝統工芸にみる歴史的風致 ４ 早川周辺の木工業にみる歴史的風致 

５ 梅の栽培にみる歴史的風致 ５ 曽我の梅栽培にみる歴史的風致 

６ 柑橘栽培にみる歴史的風致 ６ 箱根外輪山東麓の柑橘栽培にみる歴史的風致 

 ７                      

 

（2）重点区域の設定 

  現計画の重点区域における歴史的風致

の維持及び向上に係る施策について、一定

の成果があったことから、引き続き国の支

援を受けながら、重点的かつ一体的に取り

組んでいくため、現計画における重点区域

を基本に設定する。 

 

 

４ スケジュール（予定） 

 

（
パ
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ン
ト
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意
見
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集 

12月11日～ 

 (30 日間) 12 月 22日 
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済
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省
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） 

国
３
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定
申
請 

国
３
省
の
大
臣
認
定 

栢山と報徳仕法の継承にみる歴史的風致【新規】 

小田原城下の旧三大明神例大祭にみる歴史的風致 
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○重点区域内にある別邸文化が色濃く残る板橋や南町をはじめ、現在も水産加工業のなりわい 
が息づく旧千度

せ ん ど

小路
こ う じ

周辺には、歴史的建造物が残されており、官民連携による歴史まちづく 
りの活性化や持続的な保存活用を促す仕組みづくりなど、本市の歴史的風致を維持向上させ 
ていく継続した取組が必要です。 

○そこで、小田原市歴史的風致維持向上計画の第２期計画を策定し、更なる歴史まちづくりの
推進に取り組みます。 

第２期計画の目的 

小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）案の概要 

○本市固有の歴史的風致を守り育て、次世代へ伝
えていくことを目的として、平成 23 年（2011
年）に小田原市歴史的風致維持向上計画（現計
画）を策定し、国からの認定を受け、歴史まち
づくりを推進してきました。 

○現計画における 10 年間の取組により、歴史的
建造物の保存・活用をはじめ、歴史的・文化的
な活動の支援、街なみ環境の整備などが進み、
清閑亭や小田原文学館など主要な歴史的建造
物の入館者数も計画策定時に比べて増加傾向
にあります。 

現計画の総括 

主要な歴史的建造物の入館者数 

歴史的風致とは 
 
○歴史的風致は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（以下「歴史まちづ

くり法」という。）において定義されており、①歴史上価値の高い建造物、②その周辺の市街
地、③地域における固有の歴史・伝統を反映した人々の活動の３つが、一体となって形成し
てきた良好な市街地の環境を指します。 

 

地域におけるその固有の歴史及

び伝統を反映した「人々の活動」

＝人々の営み 

歴史的風致 

一体となって形成された良好な市街地の環境 

その活動が行われる「歴史上価

値の高い建造物及びその周辺

の市街地」 

第２期計画の構成 

○歴史まちづくり法運用指針に基づき、次のような構成とします。 

 ・はじめに 

・第１章 小田原市の歴史的風致形成の背景 

・第２章 小田原市の維持及び向上すべき歴史的風致 

・第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

・第４章 重点区域の位置及び区域 

・第５章 文化財の保存又は活用に関する事項 

・第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等 
に関する事項 

・第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 
・第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となる 

べき事項 

主要な歴史的建造物の 
延べ入館者数（千人） 

小田原城天守閣 
入館者数（千人） 

主要な歴史的建造

物の延べ入館者数 

小田原城天守閣 

入館者数 

H23 
第 1 期計画認定 

H27 
小田原城天守閣 
改修工事 

参考資料４-１ 
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計画の位置づけ 
 
○第２期計画は、総合計画「おだわら TRY

プラン」に即し、本市独自の歴史まち
づくりを推進するための計画を含む既
存計画とも連携、整合を図りながら、
策定します。 

○第２期計画においても現計画と同様
に、歴史まちづくり法に基づき、文部
科学省・農林水産省・国土交通省の主
務大臣から認定を受ける予定です。 

○認定された計画に基づき、国の支援措
置を有効活用しながら、令和３年度
（2021 年度）から 10 年間にわたり歴
史まちづくりに係る事業を推進してい
きます。 

おだわら TRY プラン 

小田原市歴史的風致 
維持向上計画（第２期） 

ʬ都市計画に関する計画ʭ 
･小田原市景観計画 
･小田原市都市計画マスタープラン 
･小田原市立地適正化計画 など 

ʬ文化振興・文化財に関する計画ʭ 
･小田原市文化振興ビジョン 
･史跡小田原城跡保存活用計画 

ʬその他の関連計画ʭ 
･小田原市地域経済振興戦略ビジョン 
･小田原市観光戦略ビジョン など 

ʬ歴史的建造物利活用に関する計画ʭ 
･歴史的建造物利活用ｴﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾌﾟﾗﾝ 
･小田原市歴史的建造物利活用計画 

即す 

整合 連携 

第２期計画の位置づけと構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ʬ重点区域の設定ʭ 
○現計画の重点区域における歴史的風致の維持及び向上に係る施策について、一定の成果があ

ったことから、引き続き国の支援を受けながら、重点的かつ一体的に取り組んでいくため、
現計画における重点区域を基本に設定します。 

現計画  第２期計画案 

１ 小田原城下の旧三大明神例大祭に
みる歴史的風致 

１ 小田原旧城下町と祭礼にみる歴史的風致 

２ 宿場町・小田原の水産加工業にみ
る歴史的風致 

２ 旧宿場町と旧千度小路周辺、早川の水産業にみる
歴史的風致 

３ 板橋地区周辺にみる歴史的風致 ３ 板橋と南町の別邸文化に由来する営みにみる歴史
的風致 

４ 城下の伝統工芸にみる歴史的風致 ４ 早川周辺の木工業にみる歴史的風致 

５ 梅の栽培にみる歴史的風致 ５ 曽我の梅栽培にみる歴史的風致 

６ 柑橘栽培にみる歴史的風致 ６ 箱根外輪山東麓の柑橘栽培にみる歴史的風致 

 ７ 栢山と報徳仕法の継承にみる歴史的風致【新規】 

 

第２期計画の取組方針 

第２期計画の取組方針 
○第２期計画では、歴史的建造物を持続的に保存・活用するとともに、官民連携による面

的な歴史まちづくりの展開を進めていきます。  
第２期計画の取組内容 
 

ʬ歴史的風致の追加、見直しʭ 
○現計画における、維持及び向上すべき歴史的風致に、「栢山と報徳仕法の継承にみる歴史

的風致」を加えた７項目にするとともに、本市における歴史的風致の特色等がより明確
に伝わる名称に見直します。 
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小田原市の維持向上すべき歴史的風致 

小田原市の歴史的風致の概要と分布状況 
 

７．栢山と報徳仕法の継承にみる
歴史的風致 

５．曽我の梅栽培にみる
歴史的風致 

６．箱根外輪山東麓の柑橘栽

培にみる歴史的風致 

４．早川周辺の木工業にみる
歴史的風致 

３．板橋と南町の別邸文化に由来
する営みにみる歴史的風致 

２．旧宿場町と旧千度小路周辺、早川
の水産業にみる歴史的風致 

１．小田原旧城下町と祭礼 
にみる歴史的風致 

２ 旧宿場町と旧千度小路周辺、早川の水産業にみる歴史的風致 
 
○小田原では、相模湾の海底地形に適した網漁業が江戸時

代から盛んで、旧千度小路周辺には魚市場が設けられる
など、漁業の中心地となっていました。現在の漁業の中
心地である早川地区の小田原漁港周辺や宿場町の名 
残を感じさせる出

だし

桁 造
げたづくり

の建造物が残る旧千度小路周辺 
では、蒲鉾や干物等の水産加工業が行われ、市民や来訪
者が行き交う姿とあいまって賑わいが感じられます。 水産加工品の製造・販売が行われる

旧千度小路の様子 

１ 小田原旧城下町と祭礼にみる歴史的風致 
 
○北条氏の時代を経て発展した小田原城と旧城下町及び

宿場町の一帯には、小田原城跡のみならず、歴史的建造
物が残っています。旧城下町に鎮座する松原神社・居神
神社・大稲荷神社の例大祭で氏子が神社神輿や町内神輿
を勇壮に担ぐ姿は、歴史的な街なみとあいまって、小田
原城の城下町として栄えた往時の賑わいを感じさせま
す。 神輿を担ぐ様子 

○第２期計画において、本市が維持及び向上すべき歴史的風致に、「栢山と報徳仕法の継承に
みる歴史的風致」を加えた７項目にするとともに、本市における歴史的風致の特色等がより
明確に伝わる名称に見直します。 
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７ 栢山と報徳
ほうとく

仕法
し ほ う

の継承にみる歴史的風致 
 
○二宮尊徳が生まれ育った栢山では、報徳仕法の教えを受

け継ぐ地域の人々により、尊徳を顕彰し、報徳仕法の教
えを発信する行事が行われています。二宮尊徳先生を偲
ぶ集いや尊徳祭の参加者が、これらの行事において学ん
だ報徳仕法に想いをはせつつ、旧栢山村の中心であった
趣のある水路が平行する旧道沿いや酒匂川沿い、田園内
にある尊徳の業績を伝える石碑群など、尊徳の思想と業
績の原点をめぐる姿が見られます。 

 尊徳の昔を追体験する様子 

６ 箱根外輪山東麓
とうろく

の柑橘栽培にみる歴史的風致 
 
○本市では、古くから斜面地を生かして、柑橘類の栽培が

行われてきました。特に柑橘栽培が盛んな片浦地域で
は、急斜面が相模湾に面する地形を生かした石積みの
段々畑と、収穫した果実を貯蔵する特色ある外観を有し
たみかん小屋が独特な景観を形成しています。 

 
柑橘栽培の様子 

５ 曽我の梅栽培にみる歴史的風致 
 
○小田原の特産品である梅の栽培の中心地である曽我で

は、早春の観梅、初夏に行われる梅の収穫、梅雨明け後
の梅の天日干しなど、季節ごとの移ろいを見ることがで
きます。石垣や生け垣で囲まれた栽培農家の住宅、宗我
神社等の神社仏閣とあいまった、昔ながらの農村の風情
が残る曽我で梅栽培が続けられています。 

 梅の土用干しの様子 

松永記念館での茶会の様子 

３ 板橋と南町の別邸文化に由来する営みにみる歴史的風致 
 
○板橋と南町を中心とした地域は、中世以来、地域に根付

いてきた寺院群や小田原用水、近代別邸群など、それぞ
れの時代の歴史と生活文化が重層的に折り重なった地
域です。この地域では、明治期以降、政財界人などが建
設した別邸を舞台に、茶の湯をはじめとした別邸文化と
も呼ぶべき様々な文化的活動が行われ、その営みは、現
在も形を変えて受け継がれています。 

４ 早川周辺の木工業にみる歴史的風致 
 

○早川周辺で誕生したと伝えられる木地挽
き じ び き

業は、その後小
田原・箱根地方を代表する木工業として発展し、現在ま
で継承されています。早川周辺には、木工所が集積して 
おり、木地挽業者の業祖と言われる惟

これ

喬
たか

親王
しんのう

をお祀りす 
る紀伊神社から頒布された神木の枝が玄関先に飾られ
ているなど、木工業に関わる信仰が息づいています。 

 
ろくろを用いた挽物加工の様子 
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歴史的風致の核となる建造物の保存活用 

に関する方針 
 
○歴史的風致形成建造物は、計画満了後や保存活用

の仕組みの構築を見据え、文化財の指定・登録や
景観重要建造物等の他制度との重複を図ること
で、その価値を高め、持続的な保存活用を目指し
ます。 

実施体制 
 
○現計画での実施

体制を軸に、右図
に示す体制で第
２期計画を継続
的に推進してい
きます。 

 

歴史的風致の核となる建造物の 

保存活用に関する課題 
 
○歴史的建造物は、所有者の高齢化

や後継者不足、維持管理費の負担
等が要因で維持が困難となり、滅
失が進んでいます。 

歴史的風致の残る街なみの環境整備 

に関する方針 
 
○景観計画重点区域や地区計画制度と環境整備事

業を組み合わせ、実効性のある街なみ形成を図っ
ていきます。 

○案内マップの作成や本市の歴史的な景観に配慮
した案内板・説明板の更新など、市民や観光客に
分かりやすい周辺環境の整備を進めるとともに、
回遊性の向上に努めます。 

歴史・伝統を反映した人々の活動 

に関する方針 
 
○民俗芸能や伝統産業などの普及啓発に努めます。 
○民俗芸能や伝統行事の実態把握に努め、保存活用

を進めるうえでの基礎資料とするとともに、継承
に向け、必要な支援を図ります。 

○伝統産業は後継者育成や技術の継承、販路開拓等
に⾧い時間を要することから、産業振興と連携
し、持続的に取り組みます。 

歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

歴史的風致の残る街なみの 

環境整備に関する課題 
 
○歴史的な景観が残されている地区

には、その街なみを保全するため
の対策が講じられていない地区も
あります。 

○歴史的資源の周辺環境が整ってい
ないことで、歴史的な風情や佇ま
いが十分に引き立っていません。 

歴史・伝統を反映した人々の 

活動に関する課題 
 
○民俗芸能、蒲鉾や干物などの水産

業、小田原漆器などの木工業、梅
や柑橘栽培などの農業は、技術を
受け継ぐ担い手が全体的に不足し
ており、後継者の確保や技術の継
承などが課題となっています。 

小田原市歴史まち
づくり協議会 
構成：学識経験者、
関係団体、行政 

小田原市歴史的風致維持向上計画
推進会議 
構成：市関係各課 

小田原市文化財保
護委員会 
構成：学識経験者 

小田原市都市計画
審議会 
構成：市民、学識経
験者、市議会議員、
関係行政機関 

主務大臣 
（文部科学
省・農林水
産省・国土
交通省） 

まちづくり団体等、文化財所有者・
管理者、市民等 

事業担当課 

提案･報告 

意見･提案 

支援 
等 

事業 
協力 

協議 支援 

報告 

意見 

協議・
調整 




